
小金井市教育プラン策定支援委託仕様書（案） 

 

１ 委託件名 

  小金井市教育プラン策定支援委託 

 

２ 目的 

教育基本法（平成１８年法律第１２０号）第１７条第２項の規定に基づく小金井市に

おける教育の振興のための施策に関する基本的な計画（以下「教育プラン」という。）

は、学校教育分野の諸計画を包括し、総合化する役割を担うとともに、小金井市の教育

行政を推進するための基本的指針を示すものであり、小金井市教育委員会の教育目標、

基本方針と整合のとれた計画の策定が必要となる。 

本委託業務は、現行の第３次教育プランが令和７年度で計画期間が終了することから、

直近の社会情勢の変化や国の動向等を踏まえた第４次教育プラン（令和８年度から令和

１２年度までの５年間）の策定を支援するものである。 

 

３ 履行期間 

  契約確定日の翌日から令和８年３月３１日（火）までとする。 

 

４ 委託業務内容 

⑴ 現状把握 

  関連資料を基に現状の分析・把握を行う。基礎データの収集調査、分析、整理、第３

次教育プランの現状把握及び評価を行う。 

ア 本市政世論調査や本市の教育統計等のデータの把握 

イ 本市の基本構想及び基本計画をはじめとした、各種計画、方針等の把握 

ウ 第３次教育プランの進捗状況の整理及び分析 

エ 教育に関わる国・都・他自治体等の動向把握、及び反映 

オ 各分野の教育に関わる法令などの改正や新たな法整備等 

カ その他教育に関して必要と思われる事項 

⑵ 課題等の整理 

庁内関連部署への調査による施策課題・ニーズの把握分析を行う。課題や施策等の進

捗状況を把握するとともに、これまでの取り組みに対する評価・検証を行い、本市が抱

える課題等についての分析を行う。 



 

⑶ 意識調査 

第４次教育プラン計画策定を見据えた資料として、市立小中学生（小学校（９校）、

中学校（５校））それぞれ各校２学年ずつ、計４，０００人程度を対象にアンケート調

査を実施する。 

なお、こども基本法において、子ども自身に直接関係する全ての事項に関し、年齢

や発達の程度に応じて、子どもの意見を表明する機会と多様な社会的活動に参画する

機会が確保されることが規定されている趣旨を踏まえ、子どもの意見聴取として本ア

ンケート調査を実施する。 

ア 調査項目について、担当課と協議の上、市立小中学生を対象とした調査票の設計

を行う。調査項目は、小・中学生で共通のもの及び小学生または中学生それぞれを

対象としたものとする。 

イ 調査票は、ＷＥＢフォームで作成すること。実施方法は、児童・生徒用の ICT 端

末で、ＵＲＬや二次元コード等から回答できるようにする。実施にあたり、調査の

目的及び二次元コードを掲載した案内状を作成し、市に納品すること（A4 片面印刷

4,000 部）。 

ウ 調査結果を集計し、計画策定に必要な現状分析や課題抽出等を行い、報告書を作

成する。 

  ⑷ ワークショップ 

    児童・生徒の意見や要望等を聞くため、市立小中学校生を対象として、ワークショッ

プを開催する。 

ア 開催回数は１回（令和７年５月頃を予定）、時間は２時間から３時間程度とする。 

イ 開催場所は、市関連施設の会議室等とする。 

ウ 対象は、市立小中学生 ３０人程度とする。 

エ  内容は、ワークショップ開催のための事前準備の資料作成、当日の会議のファ

シリテーション及び会議録の作成、結果報告を行う。 

⑸ 計画骨子案、パブリックコメント用素案・概要版、計画書及び計画書の概要版の作成

支援 

現状把握と課題整理の結果を踏まえるとともに、会議での議論や関係機関との協議・

調整を図ったうえで、計画の骨子案、パブリックコメント用素案のとりまとめを行う。

なお、策定にあたっては、小金井市基本構想等の施策体系及び施策の内容を示した資料

をもとに、本市教育委員会の教育目標及び基本方針、小金井市教育・文化の振興に関す



る総合的施策の大綱、関連計画や既存計画との整合性を図ること。 

また、概要版の編集・デザイン・校正等も行う。計画書及び計画書の概要版の編集に

あたっては、市民にわかりやすく読み手の興味を惹くデザイン・構成に配慮することと

する。冊子に用いるイラスト等については、受託者オリジナルのものを作成すること。

なお、受託者による本件業務の実施により発生した著作権は、本市に帰属する。 

ア 基本的方向性の検討 

イ 計画の評価方法の検討、重点施策及び目標指標等の検討 

ウ 骨子案の作成 

エ パブリックコメント用素案の作成（小金井市基本構想等の施策体系及び施策と整

合を図ること。） 

オ パブリックコメント用概要版（８頁程度）の作成 

カ 計画書の編集、校正、修正 

キ 計画書の概要版のデザイン・編集、校正、修正 

⑹ 政策提言・コンサルタント支援 

    国から示される制度改正の動向や、基礎資料の作成の中で抽出された課題等を踏まえ、

本市と協議の上、計画に記載すべき内容についての提言を行う。必要に応じ、打ち合

わせを実施する。 

⑺ 小金井市教育プラン検討会議の運営支援 

小金井市教育プラン検討会議（以下「検討会議」という。）において検討及び審議を

行い、第４次教育プランを策定する。検討会議の運営について、以下の支援を行う。

なお、検討会議は、全８回程度開催する。 

   ア 検討会議において使用する資料及び会議に必要な書類について作成する。 

   イ 検討会議への出席及び事前、事後の調整を行う。なお、検討会議の長（学識経験者）

及び関係部課の職員等との事前打合せに出席する。検討会議では、説明や助言等を

行う。 

ウ 検討会議の議事録を会議開催毎に作成する。なお、会議録の作成は、３週間程度

で本市に電子データを提出する。 

 

５ 成果品 

 ⑴ 意識調査の報告書の作成 

   令和６年度に実施する意識調査報告書を作成し、紙媒体及びデータを納品する。 

 ⑵ 教育プラン（本冊）の作成・印刷 



   Ａ４判、５０ページ程度を５００部作成する。表紙４色刷り、本文１色刷りとし、各

種図表やカットイラスト等を入れて、誰もが読みやすいユニバーサルデザインに配慮し

た工夫をすること。校正については、事務局との協議のうえ決定する。 

 ⑶ 教育プラン（概要版）の作成・印刷 

   Ａ４判、２つ折り４ページを５００部作成する。４色刷りとし、各種図表やカットイ

ラスト等を入れて、誰もが読みやすいユニバーサルデザインに配慮した工夫をすること。

校正については、事務局との協議のうえ決定する。 

   なお、上記⑵、⑶を含む業務に関するデータは、 Microsoft Word で作成し、

Microsoft Word 及び PDF データにて、納品する。なお、納品は、記録メディア（ＣＤ

－ＲＯＭ等）に保存し提出すること。（納入前にはウイルスチェックを行うこと。） 

 

６ 成果品提出期日及び納入場所 

  成果品は、５⑴については、令和７年３月２８日（金）までに、５⑵及び⑶については、

令和８年３月２７日（金）までに、小金井市学校教育部庶務課事務室に納入する。 

 

７ 契約代金の支払い 

  契約代金の支払いは、各年度で検査を行い、年度分を支払うこととする。 



小金井市教育プラン策定スケジュール（案）

①アンケート調査票の検討、
作成

②アンケートの実施

③アンケート結果の分析

①将来像等の検討

②施策等の検討

③実現化に向けた検討

１回目 ２回目 ４回目

最終とり
まとめ

現行計画に
おける施策
の取組状況
及び効果の
検証、アン
ケート確認

３回目 ８回目

推進体
制、進行
管理の確
認

７回目

パブリッ
クコメン
トの報告

⑼ 第４次教育プランの印刷製本

⑽ 小金井市教育プラン検討会議

※開催時期・検討内容は案とな
ります。

６回目

素案の確
認

素案の確
認

５回目

現行計画に
おける施策
の取組状況
及び効果の
検証、アン
ケート検討

アンケー
ト結果を
踏まえた
基本方針
に基づく
施策の検
討

⑻ 第４次計画及び報告書のとり
まとめ

11月 12月 １月 ２月３月 ４月

⑵ ヒアリング調査の実施支援

⑶ 児童・生徒アンケート調査の
実施支援

⑷ 第４次教育プランの素案策定
支援

⑹ パブリックコメント

⑺ パブリックコメント結果報告

⑸ ワークショップ

３月

⑴ 第３次教育プラン計画の検証

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月

令和６年度 令和７年度

10月 11月 12月 １月 ２月


